
　
本人確認書類が必要です。

【本人・住民票上の同一世帯員・代理人（資格確認書等受け取りのための委任状あり）の届出】

・運転免許証　・パスポート

・住基カード（写真付）　・在留カード

・個人番号カード（マイナンバーカード）

・身体障害者手帳　・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・公立高校の写真付の学生証

・官公署発行の写真付の本人確認書類等

・住基カード（写真無）

・国民健康保険被保険者証

・国民健康保険資格確認書

・高齢受給者証

・介護保険の被保険者証

・納税通知書

・保護決定通知書

・生保受給証明書

・年金手帳

・官公署発行の写真無の本人確認書類等

・法人が発行した本人確認書類等

・その他、適当と認める書類

　例）診察券、預金通帳、キャッシュカード

・優先順位「2」から1つのみ

・優先順位「3」から2つ

・優先順位「3」から1つのみ

・証明するものなし

※住民票の写し等と戸籍全部事項証明書等は対象外となります。

【代理人の届出（資格確認書等受け取りのための委任状なし）】

⇒郵送での受け取りとなります。
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○

（いずれか２つを持参）

○

（優先順位「2」から1つ、「3」から
1つを持参）

×

（郵送いたします）
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優先順位 本人確認書類

本人確認書類の一覧

取得の届出時や再交付の申請等、資格確認書等を窓口で受け取る場合は

窓口での受け取り

○

（いずれか１つを持参）


